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令和元年第４回（定例 ） 須恵 町議会 会議録 （第 ３ 日）

令和元年１２月１３日（金曜日）

議 事 日 程（第３号）

令和元年１２月１３日 午前１０時００分開議

日程第 １  議案第７３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例の制定について 

日程第 ２  議案第７４号 須恵町空家等対策協議会条例の制定について 

日程第 ３  議案第７５号 須恵町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第 ４  議案第７６号 須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５  議案第７７号 須恵町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ６  議案第７８号 工事請負契約の変更について 

日程第 ７  議案第７９号 令和元年度須恵町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ８  議案第８０号 令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９  議案第８１号 令和元年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第８２号 令和元年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第８３号 令和元年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第８４号 須恵町特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の制 

定について 

日程第１３        委員会の閉会中の継続調査について 

日程第１４        議員の派遣について 

本日の会議に付した事件

日程第 １  議案第７３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例の制定について 

日程第 ２  議案第７４号 須恵町空家等対策協議会条例の制定について 

日程第 ３  議案第７５号 須恵町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第 ４  議案第７６号 須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５  議案第７７号 須恵町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ６  議案第７８号 工事請負契約の変更について 

日程第 ７  議案第７９号 令和元年度須恵町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ８  議案第８０号 令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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日程第 ９  議案第８１号 令和元年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第８２号 令和元年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第８３号 令和元年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第８４号 須恵町特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の制 

定について 

日程第１３        委員会の閉会中の継続調査について 

日程第１４        議員の派遣について 

出 席 議 員（１４名）

1 番 白 水 春 夫 2 番 男 澤 一 夫

3 番 稲 永 辰 己 5 番 藤 野 正 剛

6 番 川 口 満 浩 7 番 児 玉  求

8 番 世 利 孝 志 9 番 三 栄 重

10 番 猪 谷 繁 幸 11 番 田 ノ 上  真

12 番 田 原 重 美 13 番 三 上 政 義

14 番 今 村 桂 子 15 番 松 山 力 弥

欠 席 議 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局 長 吉 松 良 徳 係 長 白 水  誠

説明のため出席した者の職氏名

町 長 平 松 秀 一 副 町 長 稲 永 修 司

教 育 長 安 河 内 文 彦 総 務 課 理 事 梅 野  猛

子ども教育課長 御 手 洗 文 生 税 務 課 長 合 屋 浩 二

地 域 振 興 課 長 稲 永 勝 章 都 市 整 備 課 長 甲 木 圭 二
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住 民 課 長 合 屋 真 由 美 管 理 担 当 課 長 今 泉 英 明

上 下 水 道 課 長 世 利 昌 信 まちづくり課長 平 山 幸 治

健 康 福 祉 課 長 吉 川 聡 士 社 会 教 育 課 長 安 河 内 ひ と み

会 計 管 理 者 今 泉 俊 裕 総 務 課 参 事 諸 石  豊

監 査 委 員 吉 松 辰 美
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午前10時00分開議 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１．議案第７３号

○議長（松山 力弥）  日程第１、議案第７３号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  おはようございます。議案第７３号地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、総務

建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 提案理由として、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日から

施行されることに伴い、当該条例を制定する必要が生じたので提案するものです。 

 新たに導入される会計年度任用職員の給与等に関しては、９月議会で制定しましたが、さらに、

改正が必要となる条例について、一括で所要の改正を行うものです。 

 新旧対照表で説明します。６ページをお願いします。 

 第１条関係、須恵町公民館条例の一部を改正する条例第６条、分館長の報酬について。分館長

個人に報酬をしていないことにより、条の削除。 

 次のページです。第２条関係、須恵町職員定数条例の一部を改正する条例第１条、職員の定義

に、臨時的任用職員の一部を対象にする旨の改正。 

 次のページ。第３条関係、一般職の職員の給与に関する条例を改正する条例第１６条、勤務

１時間当たりの給与額について、会計年度任用職員も労基法に基づく方法で算出する旨の文言の

追加。 

 第２２条は、臨時的任用職員の給与、第２３条は、会計年度任用職員の給与について規定して

います。 

 次のページです。第４条関係、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第５条、フルタイムの会計年度任用の公務災害補償基礎額の規定を追加。 

 次のページ。第５条関係、須恵町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例８条、９条で水道事業において任用された会計年度任用職員等の給与の準用規定

を示しております。 

 次のページです。第６条関係、須恵町町史編集委員会設置条例の一部を改正する条例では、委
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員について、委員は、特別職、非常勤の対象外となります。 

 第７条関係、次のページです。須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例では、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇は別に定める旨の改正を行っています。

これは、既に９月の条例で定めています。 

 次のページ。第８条関係、須恵町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例では、引用条項の整理。 

 次のページです。第９条関係、須恵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例では、フルタイムの会計年度任用職員は、人事行政の運営等の状況の公表の対象とす

るための改正を行っています。 

 次のページ。第１０条関係、須恵町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例では、会計年度任用職員の休職期間を任期の範囲とするための改正。 

 次のページです。第１１条関係、須恵町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正

する条例は、パートタイムの会計年度任用職員が、懲戒処分の対象となることの規定の追加を行

っております。 

 次のページ。第１２条関係、須恵町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例では、フ

ルタイムの会計年度任用職員について、常勤職員と同様に旅費を支給する旨の文言の追加を行っ

ています。 

 ５ページをお願いします。 

 附則、第１項で、この条例は令和２年４月１日から施行するとしております。また、第２項で、

経過措置として、第４条の規定による改正後の条例の第５条の規定は、この条例の施行の日以後

に発生した事項に起因する公務上の災害または通勤による災害に係る補償について適用するとし

ております。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論ありませんか。癩癩

討論なしと認めます。よって、議案第７３号について採決に入ります。本案に対する委員長の報

告は可決です。よって、議案第７３号は、委員長の報告のとおり決定することに御賛成の方は御

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第７３号地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定については、委員長の

報告のとおり可決されました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２．議案第７４号

○議長（松山 力弥）  日程第２、議案第７４号須恵町空家等対策協議会条例の制定についてを議

題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第７４号須恵町空家等対策協議会条例の制定について、

総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由として、空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項の規定に基づき、須恵町

空家等対策協議会を設置し、必要な事項を定めるため、当該条例を制定する必要が生じたことに

よります。 

 詳しく申し上げますと、本条例案は、須恵町空家等対策協議会を設置し、適切な管理が行われ

ていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに

鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわ

せて空家等の活用を促進するための提案でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１条に設置の根拠法令、第２条に協議内容、第３条に協議会委員について、第４条に会議の

開催について、第５条に関係者の出席等について、第６条に担当庶務を定めています。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 質疑として、平成２６年の法制定を受けて、なぜ今の時期なのかというものがありました。回

答は、現在糟屋郡の中でも立ち上げたのは宇美町と、郡ではありませんが古賀市だけであり、時

間はかかったが決して遅くはないというもの。 

 他の質疑に、旧炭住地域の共有地の処理が困難ではというものがありました。回答は、困難で

はあるができないことではない、進めていくというものでした。 

 数について、対象となる家屋の数については約３０件ほどとのことでした。 

 委員の意見として、空家問題については早急な対応を要する等の見解が多々ありました。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論ありませんか。癩癩

討論なしと認めます。よって、議案第７４号について採決に入ります。本案に対する委員長の報

告は可決です。よって、議案第７４号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立

願います。 

〔起立全員〕 
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○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第７４号須恵町空家等対策協議会条例

の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第３．議案第７５号

○議長（松山 力弥）  日程第３、議案第７５号須恵町手数料条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第７５号須恵町手数料条例の一部を改正する条例につ

いて、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由の説明として、本改正は、地方税法第４１６条第３項、または第４１９条第８項の規

定による公示する期間の固定資産税課税台帳等閲覧手数料を免除するため、当該条例の一部を改

正する必要が生じたことによります。 

 議案書の２ページをお願いいたします。 

 今回の改正点は、地方税法第３８２条の２に規定する固定資産税課税台帳の閲覧及び写しの交

付は、１件当たり３００円を手数料として徴収しておりますが、公示する期間については免除す

るというものでございます。 

 なお、公示する期間につきましては、法第４１６条土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳

簿の縦覧は、毎年４月１日から当該年度の最初の納期限の日までになります。また、法第

４１９条固定資産の価格等の修正に関する都道府県知事の勧告につきましては、先ほどの土地家

屋価格等縦覧帳簿作成の日から２０日以上の期間になります。 

 附則、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論ありませんか。癩癩

討論なしと認めます。よって、議案第７５号について採決に入ります。本案に対する委員長の報

告は可決です。よって、議案第７５号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立

願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第７５号須恵町手数料条例の一部を改

正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第４．議案第７６号
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○議長（松山 力弥）  日程第４、議案第７６号須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第７６号須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由として、一般廃棄物処理手数料について、消費税相当分の取り扱い要領が記載されて

いないので提案するものです。 

 ３ページ、新旧対照表をごらんください。 

 第１２条、文言の最後に、ただし、手数料には消費税相当分が含まれたものとするを加えるも

のです。 

 ２ページに戻ってもらって、附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論ありませんか。癩癩

討論なしと認めます。よって、議案第７６号について採決に入ります。本案に対する委員長の報

告は可決です。よって、議案第７６号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立

願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第７６号須恵町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第５．議案第７７号

○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第７７号須恵町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第７７号須恵町道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由といたしまして、道路法施行令の一部を改正する制令が、令和元年９月２７日に公布

され、固定資産税評価額の評価替え等を踏まえた額の改定を行うこととし、令和２年４月１日に

施行されることに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

 議案書６ページ、新旧対照表をごらんください。 

 平成３０年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準変動等を踏ま
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えた改定です。 

 第１条中、第３９条第２項の次に、法９１条第２項において準用する場合を含むを追加します。

これは、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間においても同様に適用す

るということでございます。 

 第２条第１号中、計算するを、計算し占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用

の期間が１月未満であるとき、または、その期間に１月未満の端数があるときは１月として計算

するに改めます。これは、年額を規定している文言に月額の規定を追加するものでございます。 

 改定占用料の詳細につきましては、議案書６ページから１１ページの別表、新旧対照表のとお

りでございます。 

 議案書２ページに戻っていただいて、附則として、この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論ありませんか。癩癩

討論なしと認めます。よって、議案第７７号について採決に入ります。本案に対する委員長の報

告は可決です。よって、議案第７７号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立

願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第７７号須恵町道路占用料徴収条例の

一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第６．議案第７８号

○議長（松山 力弥）  日程第６、議案第７８号工事請負契約の変更についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第７８号工事請負契約の変更について、総務建設産業

委員会の審査報告をいたします。 

 工事請負契約の締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により、本

議会の議決を求めるものです。 

 工事名、庁舎非常用電源設備等改修工事、請負金額、変更前、１億６９２万円を変更後１億

８９０万円に１９８万円増額するものでございます。これは、消費税増税分２％の増額でござい

ます。 

 その他、契約内容については変更ありません。 
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 １０月１日に仮契約を締結し、本議会で議決をされれば、議決日をもって契約の効力が生じ本

契約となります。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第７８号について採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案第７８号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第７８号工事請負契約の変更については委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第７．議案第７９号

○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第７９号令和元年度須恵町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○予算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第７９号令和元年度須恵町一般会計補正予算（第

５号）について予算審査特別委員会の審査報告をいたします。 

 別冊の令和元年度歳入歳出補正予算書の１ページをお願いします。 

 令和元年度須恵町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ４,３３２万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ９４億４,７１１万円とするものです。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の金額は

第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条債務負担行為の追加は第２表債務負担行為補正による。 

 ５ページ、第２表債務負担行為補正、１、追加、消耗品費、コピー用紙の購入、限度額

３７５万４,０００円、公用自動車損害保険料、限度額１５５万４,０００円、燃料費、灯油の購

入、限度額４３６万３,０００円、ごみ袋製作費、限度額２,２６６万９,０００円、期間はどれ

も令和元年度から令和２年度までです。令和２年度の事務事業について、３月中に契約の相手先

を決定するため、債務負担行為を補正するものです。 
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 ８ページ、歳入です。８款２項子ども・子育て支援臨時交付金９,１５０万２,０００円の増額

補正は、１０月からの幼児教育無償化に係る地方負担分について臨時交付金が創設され、全額国

費で負担されるものです。 

 １３款１項国庫負担金１,３３２万８,０００円の増額補正、１４款１項県負担金６６０万

４,０００円の増額補正は、認可外保育施設未移行幼稚園の施設利用に関する給付制度、子育て

のための施設等利用給付費負担金です。国・県それぞれの負担割合で交付されます。２項県補助

金９６８万７,０００円の増額補正は、子ども医療費、重度障害者医療費の補助金が主なもので

す。 

 １０ページ、１５款２項財産売払収入３０万７,０００円は、須恵区古宮の開発に伴う水路の

払い下げによるものです。 

 １７款１項繰入金７,９００万円の減額補正は、財政調整基金繰入金で、歳入増による収支調

整です。 

 １４ページ、歳出です。今回は、各費目において異動に伴う職員人件費の増減補正を行ってい

ます。主な補正として、２款１項総務管理費２６３万５,０００円の減額補正は、パソコンのＯ

Ｓ、オペレーティングシステムのサポート終了による新たなＯＳに対応するＣＡＤシステムの導

入委託料３３１万４,０００円を補正しておりますが、全体では職員人件費減のため、減額の補

正となっています。 

 ２項徴税費の１０８万９,０００円の減額補正、３項戸籍住民基本台帳費の３５３万

３,０００円の増額補正は、主に人件費の補正です。３款１項社会福祉費５,７４４万

７,０００円の増額補正は、職員人件費に３８５万１,０００円の減額補正、重度障がい者医療費、

ひとり親家庭等医療費を支払い見込みにより７００万円増額補正、後期高齢者医療費、療養費負

担金を広域連合からの通知額により２,４６７万２,０００円増額補正し、障がい者自立支援給付

医療給付事業として支払い見込みにより３,２００万円の増額補正を行っています。２項児童福

祉費２,４６７万９,０００円の増額補正は、職員人件費８６０万７,０００円の増額補正、児童

手当を対象者の増により４７８万円、子ども医療費を支払い見込みにより１,２００万円、増額

補正を行っています。４項国民年金事務取扱費１７４万８,０００円の減額補正、４款１項保健

衛生費５５１万９,０００円の増額補正は主に人件費の補正、２項清掃費４,４２７万

３,０００円の減額補正は、須恵町外二ヶ町清掃施設組合の会計に前年度繰越金が算入されたこ

とに伴い、町の須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金が減額したものです。 

 ７款１項商工費２６２万９,０００円の減額補正、８款１項土木管理費１３０万４,０００円の

減額補正は人件費の減額、１０款２項小学校費１,２４４万７,０００円の増額補正は、各小学校

の光熱水費の支払い見込み額及び施設改修費として９９７万９,０００円、第一小学校児童のリ
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ズムダンスふれあいコンクール全国大会出場補助金として２４４万４,０００円を補正していま

す。 

 ４項幼稚園費６９２万４,０００円の減額補正、５項社会教育費１５２万８,０００円の減額補

正は、主に人件費の減額です。 

 審査では、質疑として、歳入で、１５款財産収入において、不動産売払収入の詳細について、

歳出では、２款総務費において、電算管理費のウインドウズＯＳのグレードアップについて、

３款民生費において、パート保育士の派遣委託への変更金額について、４款衛生費において、空

き家等倒壊防止工事の内容と基準について、１０款教育費において、リズムダンスふれあいコン

クール全国大会の参加人数について、中学校のエアコン使用の光熱費についての質疑がありまし

た。 

 以上、予算審査特別委員会全員賛成で可決としています。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第７９号について採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案第７９号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第７９号令和元年度須恵町一般会計補正予算（第５号）は委員長報告のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第８．議案第８０号

○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第８０号令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。９番、三瀚栄重君。 

○文教厚生委員長（三潴 栄重）  改めまして、おはようございます。 

 議案第８０号令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について文教厚生委

員会の審査報告をいたします。 

 別冊の令和元年度歳入歳出補正予算書の１ページをお開きください。 

 まず最初に、元号を改める政令の施行に伴い、施行日以降は予算書における年度表記について
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は、平成３１年度を令和元年度と読みかえるものとし、平成３２年度以降も同様としております。 

 令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ１３６万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を３１億２,９３６万円とするものです。 

 第２項で、歳入歳出の補正の款、項の区分、及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるもの

としています。 

 ６ページ、７ページが歳入です。３款１項国庫補助金９１万５,０００円の増額補正は、歳出

のオンライン資格確認のシステム改修委託料についての国庫補助金の増額です。 

 ５款１項他会計繰入金６０万６,０００円の減額補正は、給与費等の繰入金の減額によるもの

です。 

 ６款１項繰越金１０５万１,０００円の増額補正は、収支調整のための前年度繰越金です。 

 続いて、８ページ、９ページの歳出です。１款１項総務管理費３０万９,０００円の増額補正

は、職員の人事異動に伴う人件費の減額とオンラインシステムの改修委託料の増額でございます。 

 ２項徴税費５９万１,０００円は、催告書郵便郵送料の増額と収納対策アドバイザー派遣のた

めの負担金の増額補正です。 

 ６款２項特定健康診査等事業費１０万円は、受診勧奨通知郵送料の増額補正です。 

 ８款１項諸支出金３６万円は、保険税還付金不足による増額補正です。 

 質疑として、マイナンバーカードを保険証として利用できるのはいつからか、特定健診の受診

率は何％ぐらいかとか、督促回数をふやすことで収納率は上がるのかとの質問がありました。 

 以上、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

 以上です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第８０号について採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案第８０号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第８０号令和元年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は委員長報

告のとおり可決されました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第９．議案第８１号

○議長（松山 力弥）  日程第９、議案第８１号令和元年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。９番、三瀚栄重君。 

○文教厚生委員長（三潴 栄重）  議案第８１号令和元年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 別冊の令和元年度歳入歳出補正予算の１ページをお開きください。 

 元号を改める政令の施行に伴い、施行日以降は予算書における年度表記については、平成

３１年度を令和元年度と読みかえるものとし、平成３２年度以降も同様とするとしております。 

 令和元年度須恵町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正第１条歳入歳出予算の総額はそれぞれ３８３万９,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を３億５,０１６万１,０００円とするものです。 

 第２項で、歳入歳出の補正の款、項の区分、及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるもの

としています。 

 ６ページ、７ページの歳入です。３款１項他会計繰入金３８３万９,０００円の減額補正は、

給与費等繰入金の減額です。 

 続いて、８ページ、９ページの歳出です。１款１項総務管理費３８３万９,０００円の減額補

正は、人事異動に伴う人件費の減額です。 

 質疑はございませんでした。 

 以上、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

 以上です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第８１号について採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案第８１号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第８１号令和元年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は委員長
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報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１０．議案第８２号

○議長（松山 力弥）  日程第１０、議案第８２号令和元年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第８２号令和元年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）について総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書の１ページでございます。 

 第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ２５９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ１１億１,９５９万８,０００円とする。 

 第２項補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ６ページをお願いします。事項別明細書の歳入ですが、６款繰越金は収支調整となっておりま

す。 

 ８・９ページをお願いします。歳出は１款総務費は人事異動に伴う人件費の減額等負担金、補

助金及び交付金の増額です。 

 ２款下水道事業費は、人事異動に伴う人件費の増額と公共桝設置増に伴う工事請負費の増額で

す。 

 総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第８２号について採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。よって議案第８２号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第８２号令和元年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は委員長

報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１１．議案第８３号
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○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第８３号令和元年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第８３号令和元年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）について総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 第２条、予算、第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 ２ページをお願いします。 

 実施計画内訳書の支出ですが、第１款１項営業費用３５３万２,０００円の増額の主なものは、

各目にわたる人事異動に伴う人件費の増減。１目原水及び浄水費の労務単価の改定に伴う委託料、

補償費等の増、原水取水のためのポンプ可動がふえたことによる動力費の増額等です。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第８３号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第８３号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第８３号令和元年度須恵町水道事業会

計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１２．議案第８４号

○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第８４号須恵町特別職の職員の給与に関する条例の特例

に関する条例の制定についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第８４号須恵町特別職の職員の給与に関する条例の特

例に関する条例の制定について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由として、教員の不祥事に際し、教育長の福岡県教育委員会への報告不備及び同町の任

命権者としての責任を鑑み、町長及び教育長の給与の減額をするため、当該条例を制定する必要

が生じたので提案するものです。 

 なお、経緯の詳細につきましては、過日、全員協議会で説明があったとおりです。 

 ２ページをお願いします。 
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 町長及び教育長の給料月額について、令和２年１月１日から令和２年３月３１日までの間、条

例の規定により支給される額から当該額に１００分の１５を乗じて得た額を減じた額とするもの

です。 

 附則で、第１項でこの条例は令和２年１月１日から施行するとし、第２項で、この条例は施行

の日に在職する町長及び教育長について適用するとしております。 

 質疑として、金額の妥当性について意見が交わされましたが、妥当であるとの結論でした。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第８４号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第８４号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第８４号須恵町特別職の職員の給与に

関する条例の特例に関する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１３．委員会の閉会中の継続審査

○議長（松山 力弥）  日程第１３、委員会の閉会中の継続審査について議題とします。 

 各委員長より、会議規則第７０条の規定により、次のとおり所管事務について閉会中の継続調

査の申し出があっております。 

 お諮りします。議会運営委員会より議会運営について、総務建設産業委員会より水道水源状況

について、文教厚生委員会より子育て支援事業について、以上、各委員会申し出のとおり閉会中

の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査と付することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１４．議員の派遣について

○議長（松山 力弥）  日程第１４、議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員の派遣については、事前に文書を配付いたしておりますので、派遣するこ

とにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣については配付文書のとおり

派遣することに決定しました。 

 次にお諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会

議規則第４２条の２の規定により、議長に委任していただたきたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂

正は議長に委任していただくことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

○議長（松山 力弥）  以上で、１２月議会の全日程を終了しました。本会議終了後、１１時５分

より第３委員会室で、広報特別委員会を開催しますので、委員の方は御集合願います。 

 会議を閉じます。令和元年第４回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前10時53分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘


